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はじめに 

 本報告書は、人と防災未来センターが本年 8 月の佐賀県を中心に発生した豪雨災害に際

して、被災自治体に対してどのような支援をさせていただいたのかをまとめたものである。

支援内容は読んでいただくと理解していただけるが、むしろ、この報告書で読者にお伝えし

たかったのは、被災自治体の被災前の準備不足である。なぜなら、今回の被災地に隣接する

地域では、2017 年九州北部豪雨によって多大な被害が発生したのであるから、今回の被災

自治体もそれを教訓として準備しておく必要があった。準備不足とは、他人事と考えていた

ということである。しかし、自治体がそのような姿なのは、住民にも責任がある。なぜなら、

住民が災害に無関心であれば、当然行政も無関心になるからである。

 特に、今回は鉄工所の油流出事故があり、通常の浸水被害以上の被害の発生が心配された。

幸い、内水氾濫が起こったために流出油の広域拡散は起こらなかったが、この鉄工所は過去

にも流出事故を起こしており、それを教訓とした対策が、結果的に不十分であったことが、

今回の事故の原因である。この件に関して、自治体が再発防止の指導を実施したかどうかを

検証する必要がある。報道によると、再発防止策の内容を知ることができるが、結果的に想

定が甘かったという批判は受けなければならない。それは、油流出事故と住民の被災を結び

付けて考えていない地方行政の責任でもあるからだ。

 実は、1998 年の高知水害でもメッキ工場のシアン溶液のコンクリート製タンクに氾濫水

が流入して溢れた事故があった。幸い、大量の氾濫水で希釈されたために実害は発生しな

かったが、シアン溶液が大量に用いられておれば、大変重大な事故につながった。また、本

年の台風 15 号では、長期停電が発生したが、これは大変危険であるという認識が薄いとい

える。たとえば、金属ナトリウムは常温発火するので、これによって火災が発生する。事実、

ニューヨークではかつて停電が長期化し、コロンビア大学の化学研究室の冷蔵庫に保管中

のナトリウムが原因で火災が発生したことがあった。

 このような事故が起こると、問題解決は当事者に任せられ、当該自治体はもとより、ほか

の自治体には関係がないということになりがちである。しかし、これを教訓として広く共有

するきっかけにすることも、被災自治体にとって大変重要な責務となっている。

 災害調査とは、ともすれば起こったことだけを検討の対処としがちであるが、将来に起こ

りえる被害と考えて、想像力を働かせて新たな知見を見出し、それを関係者だけでなく広く

自治体にも共有しなければならないことを知っていただきたい。本報告書がそのような観

点からもまとめられていることを知っていただいて、活用していただきたいと考える。

2019 年 10 月

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

センター長 河田惠昭
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第１章 令和元年 8月の前線に伴う大雨災害の概要

1.1 大雨および水害 

(1) 気象の概要

令和元年 8 月 26 日 9 時時点で九州南部に停滞していた前線が、27 日に対馬海峡付近まで

北上した。その前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定と

なった結果、九州北部地方を中心に 27 日から 29 日にかけて記録的な大雨となった。これ

に対し、気象庁は 28 日午前 5 時 50 分、佐賀、福岡、長崎の 3 県に最も警戒が必要な「警戒

レベル 5」に相当する大雨特別警報を発表した（28 日 14 時 55 分にすべて解除）。

特に 27 日から 28 日にかけては、東シナ海から九州北部地方にかけて発達した雨雲が次々

と発生し、線状降水帯が形成・維持された。このため、長崎県と佐賀県の複数の市町村では、

1 時間に 110 ミリメートル以上の猛烈な雨を解析し、記録的短時間大雨情報を発表した。

また、福岡県では、筑後地方を中心に 8 月の降水量 1 位を更新した市町村があるととも

に、久留米市耳納山では 3 時間降水量が 151.5 ミリメートル、6 時間降水量が 189.0 ミリメー

トルと観測史上 1 位の値であった。長崎県平戸市平戸地区においても 24 時間降水量が 434.0

ミリメートルと観測史上 1 位を更新した。佐賀県においても、佐賀市や唐津市、鳥栖市、白

石町において観測史上 1 位の記録的な大雨となった。

図 1-1 8月 26～29日 15時時点の気象レーダー画像(日本気象協会より引用) 

－ 1 －
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(2) 水害の概要 

8 月 26 日から広範囲にわたって大雨が降った結果、六角川、松浦川、筑後川、矢部川、

山国川の 5 水系で氾濫危険水位を超過した。氾濫危険水位が超過した河川のうち、六角川水

系牛津川（佐賀県）、松浦川水系松浦川（佐賀県）、筑後川水系巨瀬川（福岡県）の 3 つの河

川において堤防越水が発生した。

佐賀県では内水氾濫や河川の堤防越水などによる家屋等への浸水被害が大雨特別警報の

発表された県の中でも最も多く、床上浸水 1,620 件、床下浸水 2,607 件であった。六角川の

流域では少なくとも東西 8 キロメートルほどにわたって浸水したとみられ、特に六角川北

部において浸水深が深くなっている。最も浸水深が深かった武雄市北方町志久では 2.7 メー

トル程度となった。大町町福母地区では 1.5～2 メートル程度浸水した。また、牛津川流域

では少なくとも南北に 6 キロメートルほどの範囲で浸水しており、小城市小城町池上では

浸水深が 3.1 メートル程度に達した。一方、牛津川流域に位置する多久市でも水被害はあっ

たものの、平成 2 年の水害の教訓から整備された広さ 53.4 ヘクタールで最大 90 万平方メー

トルの水を貯めることができる遊水地を活用し、多久市内の浸水被害を最小限に抑えるこ

とができた。

図 1-2 令和元年 8月の前線に伴う大雨災害による推定浸水範囲(全体図) 

(国土地理院「令和元年 8月の前線に伴う大雨による浸水推定段彩図 

(六角川及び牛津川)」より引用) 

－ 2 －
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1.2 人的・家屋被害 

(1) 要点 

本災害での死者は 4 名、重軽傷者は 2 名である。死者 4 名のうち、3 名は自動車移動中の

被災であり、1 名は独居高齢者（96 歳）の自宅での被災である。

住家・非住家被害の総数は 6,287 件である。住家被害のうち、全壊・大規模半壊・半壊は

157 件、床上浸水は 1,684 件、床下浸水は 4,421 件である。床上床下浸水被害の大部分は佐

賀市、武雄市、大町町に集中している。

(2) 本災害全体の人的・家屋被害の概要 

表 1-1 人的・住家被害等の全体像 

都道府

県名 

人的被害 住家被害 非住家被害

死者 重傷 軽傷 全壊 半壊 一部

破損 

床上

浸水

床下

浸水

公共建物 

以外 

北海道       1 12  

青森県        2  

岩手県       1 3  

宮城県        3  

山口県    2  1 1 1  

福岡県 1  1 3  4 124 362  

佐賀県 3 1  82 70 6 1,536 3,968 7 

長崎県      2 21 67 4 

熊本県        1  

大分県      1  2  

合計 4 1 1 87 70 14 1,684 4,421 11 

(消防庁災害対策本部「8月 27日からの大雨による被害及び 消防機関等の対応状況 

 (第 27報）」(令和元年 9月 24日付)および佐賀県公表資料(9月 25日付)をもとに作成) 

本災害においては、佐賀県武雄市では 3 名、福岡県八女市では 1 名が亡くなられている。

具体的な死者の内訳および状況は、以下に記述する。

① 90 代女性が大雨で浸水した自宅より遺体で発見された。独居で足が悪かったとの報

道があり、いわゆる「避難行動要支援者」の死亡事例と言える。

② 50 代男性の乗った車が増水で流され田んぼへはまりこみ、車内から救出されるも死 

亡確認された。

③ 50 代女性が車で出勤した後に行方不明になり、後日六角川で遺体が発見された。

－ 4 －
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④  福岡県八女市で 70 代男性の乗車する車が増水で流され、脱出・避難中に溺れて亡く

なった。

上記②③④の 3 名はいずれも自動車移動中の遭難である。その他、70 代女性が意識不

明の状態との報告がある（8 月 28 日時点）。

(3) 市町村別家屋被害 

表 1-2 より、武雄市、佐賀市、大町町に被害が集中しており、これら 3 市町で全国の被害

住家総数（全壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水）の約 70％を占めることが分かる。

(4) 家屋被害認定調査および被害公表数の推移 

佐賀県では発災以降、各市町で調査が進むにつれて床上床下浸水被害の公表数が漸増し

た。家屋被害認定調査が進み、大町町では全壊・大規模半壊の住居数が初期の報告から大幅

に増加し、代わりに床上床下浸水数が急減した。参考として、佐賀市、武雄市、大町町の床

上床下浸水の公表数推移を表 1-4 にまとめる。

表 1-2 佐賀県家屋被害 

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水

佐賀市 3  290 2,264 

唐津市 1 4 23 

鳥栖市 1  

多久市 1  2 77 128 

伊万里市 2 24 

武雄市 1,033 513 

小城市  1 3 76 287 

嬉野市 2 9 

神埼市 1 

有田町 1  

大町町 77 69   18 115 

江北町 11 167 

白石町 1  21 437 

合計 82 70 6 1,536 3,968 

※大町町は「大規模半壊 68、半壊 1」 

(佐賀県公表資料（9月 25日付）をもとに作成) 
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表 1-3 福岡県家屋被害 

全壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 

八女市 3 49 102 

久留米市 27 24 

筑後市 17 57 

うきは市 4 11 

広川町 3 27 43 

柳川市 5 

大川市 61 

みやま市 14 

東峰村 2 

大木町 43 

北九州市 1 

福岡県合計 3 4 124 362 

(福岡県公表資料(9月 12日付)をもとに作成) 

表 1-4 佐賀市・武雄市・大町町被害公表数の推移 

佐賀市 武雄市 大町町 

床上 床下 床上 床下 床上 床下 

8/30 「床上・床下通報あ

り、未把握」

「床上・床下多数、把

握不能」

58 143 

8/31   250 270 58 143 

9/2 「あり」 「あり」 522 329 178 203 

9/3   539 348 178 203 

9/4 138 450 766 454 178 203 

9/6 223 890 766 454 178 203 

9/7 226 909 766 454 178 203 

9/8 226 909 1,025 507 178 203 

9/9 226 909 1,025 507 178 203 

9/10 223 982 1,025 507 178 203 

9/11 248 1,000 1,025 507 178 203 

9/25 290 2,264 1,033 513 18 115 

(佐賀県公表資料をもとに作成) 

－ 6 －
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佐賀市は、発災直後は「未把握」と発表し、9 月 4 日時点で初めて床上 138 件床下 450 件

の数字を公表した。しかし、日を追うにつれて数値は急増し、9 月 25 日で床上 290 件床下

2,264 件となった。武雄市でも同様に当初「把握不能」と発表し、8 月末から 9 月初旬にか

けて被害計上数が漸増している。数字の変化は 9 月 8 日に落ち着いた。なお、大町町は 8 月

31 日の時点で「400 件超える可能性あり」と付記していた。

(5) 避難者・避難所数 

 被災各県の避難者数・避難所数の推移をまとめる。8 月 28 日の時点で、佐賀、長崎、福

岡、大分、島根、山口の 6 県の避難者数は約 5,400 人に達し、翌 29 日昼の時点でも約 2,200

人に上った。その後、避難者数は減少するものの、佐賀県では表 1-5 のように避難長期化の

状況が見られる。なお、避難所数は「開設数」の総計であり、避難者が入らなかった避難所

の数も含む。

表 1-5 避難者・避難所数の推移 

佐賀県 長崎県 福岡県 大分県 島根県 山口県 合計

人 所 人 所 人 所 人 所 人 所 人 所 人 所

8/28 2,940 209 497 131 1729 484 256 60     5,422 884

8/29 朝 1,278 175 226 127 286 412 13 22   116 48 1,922 785

8/29 昼 1,629 163 50 78 163 364   21 5 364 54 2,227 646

8/30 朝 493 87 35 12 39 262 14 37   50 24 631 422

8/30 昼 486 61 11 1         497 62 

8/31 347 9 11 1         358 10 

9/1 375 9 11 1         386 10 

9/2 375 9           375 9 

9/3 300 7           300 7 

9/4 265 8           265 8 

9/9 138 7           138 7 

9/24 60 4           60 4 

10/4 25 2           25 2 

※「人」は避難者数、「所」は避難所数 

(内閣府資料をもとに作成) 

表 1-5 の数値遷移を図 1-3 にまとめる。上記 6 県の避難者総数（左端軸）を黒色の棒グラ

フ、そのうち佐賀県のみの数をグレー色の棒グラフとして図示する。また、避難所開設数（右

端軸）として、6 県総計を黒色線、佐賀県を黒色の点線として図示する。

佐賀県の避難者数は常に 6 県計の半分以上を占めるが、避難所数推移の傾向は同様では
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表 1-3 福岡県家屋被害 

全壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 

八女市 3 49 102 

久留米市 27 24 

筑後市 17 57 

うきは市 4 11 

広川町 3 27 43 

柳川市 5 

大川市 61 

みやま市 14 

東峰村 2 

大木町 43 

北九州市 1 

福岡県合計 3 4 124 362 

(福岡県公表資料(9月 12日付)をもとに作成) 

表 1-4 佐賀市・武雄市・大町町被害公表数の推移 

佐賀市 武雄市 大町町 

床上 床下 床上 床下 床上 床下 

8/30 「床上・床下通報あ

り、未把握」

「床上・床下多数、把

握不能」

58 143 

8/31   250 270 58 143 

9/2 「あり」 「あり」 522 329 178 203 

9/3   539 348 178 203 

9/4 138 450 766 454 178 203 

9/6 223 890 766 454 178 203 

9/7 226 909 766 454 178 203 

9/8 226 909 1,025 507 178 203 

9/9 226 909 1,025 507 178 203 

9/10 223 982 1,025 507 178 203 

9/11 248 1,000 1,025 507 178 203 

9/25 290 2,264 1,033 513 18 115 

(佐賀県公表資料をもとに作成) 
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ない。避難所数は、8 月 28 日から 30 日朝までは佐賀県の割合は 6 県計の 2 割程度である

が、30 日昼以降はほぼ佐賀県のみとなる。佐賀県では、初期には 1 ヵ所あたり避難者数が

他県より多く、30 日昼以降にも開設している避難所では避難長期化のフェーズに入ってい

た。

図 1-3 避難者・避難所数の推移(佐賀県および 6県総計) 

(内閣府資料をもとに作成) 

－ 8 －
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1.3 佐賀鉄工所からの油流出被害 

8 月 28 日に、佐賀県大町町に立地する佐賀鉄工所大町工場が浸水し、同工場内から約 5

万 4,000 リットルの油が流出し、大町町を中心に約 98 万平方メートルに広がった 1)（佐賀

鉄工所調べ：9 月末時点）。

株式会社佐賀鉄工所（本社：佐賀県佐賀市）は、車や農機具用のボルトを主力とした製造

業であり、資本金 3 億 1,000 万円、従業員数 800 名（単独）、2,000 名（連結）、国内に 4 ヵ

所の工場（佐賀県内に 3 ヵ所、神奈川県内に 1 ヵ所）、国内および海外に複数事業拠点を持

つ大企業である 1。同社大町工場には、ボルトの強度を高める熱処理炉が 8 基あり、それぞ

れに深さ約 3 メートルの油槽が地中にある。同工場では、1990 年にも同様に大雨により油

が流出しており（付録 2 参照）、以後油槽を数十センチメートルかさ上げする等の対策を講

じていた。本災害による浸水前に同社は、土嚢を積む等の対応も行ったものの、油槽に水が

入ってしまい、油が流出した。

同工場からの油の流出により、冠水した住宅や事業所等の民有地内に油が拡散し、敷地、

家財、設備等に油が付着する被害が生じた。また、冠水した農地の土壌や農作物への油の付

着の影響で出荷困難等の被害が発生している。油流出した地域には、水稲（26.3 ヘクター

ル）、大豆（15.3 ヘクタール）、キュウリ（0.2 ヘクタール）ブロイラー・採卵鶏（2,000 羽）

等があり、浸水に加えて油による被害も見舞われた。

図 1-4 佐賀鉄工所大町工場の位置 
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注釈 

1：株式会社佐賀鉄工所ホームページ「会社概要」より抜粋。従業員数は 2019 年 3 月末時

点。（https://www.dextech.co.jp/，2019 年 9 月 26 日閲覧）

参考文献 

1) 「＜佐賀豪雨＞油流出は 5 万 4,000 リットル 佐賀鉄工所調査結果」『佐賀新聞』、2019

年 10 月 9 日、 電子版 （https://www.saga-s.co.jp/articles/-/437962, 2019 年 10 月 24 日閲

覧）

－ 10 －
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第２章 佐賀県内における災害対応 

2.1 災害対策本部運営 

2.1.1 災害対応ガバナンス 

佐賀県は、発災当初の段階から情勢の推移に応じて警戒本部および対策本部を立ち上げ

て情報収集や関係機関との連絡・調整を行ってきた。本災害における佐賀県庁の対応の特徴

としては、後述するような「主な対処ポイント」が明示され、かつ状況に応じて機動的に設

定されたことを挙げることができる。また、国においても、県が挙げた主な対処ポイントに

準じる形で項目ごとに関係省庁間の対応状況を調整・共有する省庁間連絡会議が定期的に

開催された。 

(1)災害警戒本部・対策本部の設置状況 

  佐賀県では災害警戒本部が 8 月 27 日 21 時 55 分に設置され、最初の警戒本部会議が 22

時 45 分に開催されている。その後、8 月 28 日 8 時 04 分に自衛隊への災害派遣要請を行っ

たのち、8 時 30 分には災害警戒本部が災害対策本部へと移行され、11 時 30 分に第 1 回災

害対策本部会議が開かれた。その後の開催状況を図 2-1 及び表 2-1 に示す。8 月 28 日に 3 回

の会議が開催されて以降、9 月 1 日まではほぼ 2 回（8 月 31 日のみ 1 回）のペースで開催

されており、それ以降 11 日までの間、毎朝 9 時 00 分を基準（土日は 10 時 00 分）に 1 回/

日の頻度で開催されていった。

 佐賀県では 8 月 28 日 14 時 30 分に武雄市の武雄総合庁舎において副知事（8 月 30 日以降

土木事務所長）をトップとする武雄現地対策本部を、8 月 31 日 15 時 45 分に大町町役場に

おいて総務部長をトップとする大町現地対策本部をそれぞれ設置している。また、武雄市に

ついては、現地対策本部の設置と前後して 2 名の県職員を連絡員として武雄市役所に派遣

図 2-1 災害対策本部会議の開催状況 

(佐賀県災害対策本部会議資料をもとに作成)

0

1
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注釈 

1：株式会社佐賀鉄工所ホームページ「会社概要」より抜粋。従業員数は 2019 年 3 月末時

点。（https://www.dextech.co.jp/，2019 年 9 月 26 日閲覧）

参考文献 

1) 「＜佐賀豪雨＞油流出は 5 万 4,000 リットル 佐賀鉄工所調査結果」『佐賀新聞』、2019

年 10 月 9 日、 電子版 （https://www.saga-s.co.jp/articles/-/437962, 2019 年 10 月 24 日閲

覧）

－ 11 －
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している。大町現地対策本部では、当初は大規模な土砂災害が懸念されていたボタ山への対

応が主眼となっていた。

表 2-1 災害対策本部会議の開催日時および回数 

日時 回数  日時 回数 

8/28 11:30 第 1 回  9/2 9:00 第 11 回

8/28 15:00 第 2 回  9/3 9:00 第 12 回

8/28 19:00 第 3 回  9/4 9:00 第 13 回

8/29 6:00 第 4 回  9/5 9:00 第 14 回

8/29 18:00 第 5 回  9/6 9:00 第 15 回

8/30 9:00 第 6 回  9/7 10:00 第 16 回

8/30 16:45 第 7 回  9/8 10:00 第 17 回

8/31 9:00 第 8 回  9/9 9:00 第 18 回

9/1 9:00 第 9 回  9/10 9:00 第 19 回

9/1 17:00 第 10 回  9/11 9:00 第 20 回

(佐賀県災害対策本部会議資料をもとに作成) 

(2)主な対処ポイントの明示 

本部員会議では、本部長の指示のもとで「今後の主な対処ポイント」が提示され（表 2-2

参照）、それぞれに担当部長が指名され、明確な責任分担のもとで対応が進められていった。

注目すべき点として、これら主な対処ポイントが、時間経過等による状況の変化に応じて機

動的に設定されていることである。例えば、9 月 6 日以降に実施された家屋被害認定調査等

への準備として、9 月 5 日の第 14 回本部会議で提示された主な対処ポイントには「市町職

員支援」が含まれており、さらに、9 月 11 日に提示された主な対処ポイントでは、自衛隊

等による対処の目処が立っていた大町町等での油対策については一旦「主な対処ポイント」

からは外し、各部でフォローすべき項目として整理されていた。

－ 12 －
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表 2-2 災害対策本部会議で示された「主な対処ポイント」 

主な対処ポイント
第 7 回本部会議

（8/30 16:45）

第 14 回本部会議

（9/5 9:00）

第 20 回本部会議

（9/11 9:00）

会議 

油対策 ● ● 

順天堂病院支援 ● 

避難所支援 ● ● ● 

生活再建支援 ● ● ● 

市町職員支援  ● ●

対策本部運営支援 ● ● ● 

風評被害対策 ● ● ● 

各部で 

フォロー

すべき 

項目 

順天堂病院支援  ● ●

ボタ山対策  ● ●

油対策   ●

    (佐賀県災害対策本部会議資料をもとに作成)
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2.1.2 会議の運営 

(1)要点 

佐賀県庁では、2019 年 8 月 28 日 8 時 30 分、災害対策本部が設置され、11 時 30 分に第 1

回災害対策本部会議が開催された。先遣隊滞在中は、表 2-3 に記載の災害対策本部会議を傍

聴した。

佐賀県災害対策本部会議は、以下の 3 つの特徴があった。

①「発言は、部局順ではなく、テーマごとに進められた」

②「災害対策本部会議が報道機関にも開放されていた」

③「会議の司会進行は、副知事が行っていた」

(2)特徴 

①について、佐賀県災害対策本部会議は、防災訓練時や、会議でよくありがちな「部局順

発言」ではなく、各会議決められたテーマ（議題）に沿って、指名された順に関係機関や部

局が発言し、それに対して本部長が質疑をした上で意思決定していた。

②について、佐賀県の災害対策本部会議は、すべて報道機関にオープンになっており、報

道陣はボイスレコーダーやカメラを持ち込んで、会議の様子を記録していた。また、報道機

関向けの災害対策本部会議資料も配布されていた。場合によっては知事が議事内容を報道

機関向けに要約説明する場面もあった。

③について、前回会議での決定事項の進捗確認や発言者の指名等、会議の司会進行はすべ

て副知事が行っていた。議論が議題とは異なる方向に発散しそうな場合は、副知事が制止し、

議論がより深い内容になるように進行していた。また最後の指示事項の確認も副知事が行

い毎回概ね 30 分で終了した。佐賀県の災害対策本部会議は、議題ごとの議事進行と副知事

が司会進行を行うことで、短時間で効率的な会議を行えていた。また、議題ごとの議事進行

と災害対策本部会議を報道機関に開放し、効果的に報道陣への広報を行うことは、人と防災

未来センター（以下、「センター」とする）が推奨する目標管理型災害対応の要素 1)と重な

る部分があると考えられる。

－ 14 －
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写真 2-1 災害対策本部会議の様子(左：9月 5日撮影 右：9月 6日撮影) 

参考文献 

1) 近藤民代・越山健治・林春男・福留邦洋・河田恵昭：新潟県中越地震における県災害対

策本部のマネジメントと状況認識の統一に関する研究―「目標による管理」の視点から

の分析―，地域安全学会論文集，No.8, pp.183-190, 2006 
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2.1.3 本部室の状況 

災害対策本部オペレーションルームは佐賀県庁新館 4 階の危機管理センターに設置され、
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図 2-2 災害対策本部室レイアウト(佐賀県庁新館 4階危機管理センター) 

写真 2-2 内閣府・ISUT・人と防災未来センターなどが使用した部屋(8 月 31日撮影)
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写真 2-1 災害対策本部会議の様子(左：9月 5日撮影 右：9月 6日撮影) 

参考文献 
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2.1.4 県市町および市町間の連携 

本災害の対応の特徴として、被害の大きかった市町は限定的で、佐賀県災害対策本部の尽

力によって県内市町の状況把握は比較的スムーズであった。被害の大きかった大町町は、し

かし一方で、各市町の間に支援に差が出ないような調整が必要であった。とりわけ、被害の

小さかった市町は、県への支援要請の際に遠慮してしまうという一面もみられた。

 センター研究員が佐賀県庁に到着した 8 月 30 日時点で、佐賀県災害対策本部では前述の

6 つの方針に基づいた災害対応を実施していた。その中に、市町村への職員派遣など、被災

市町への支援がすでに含まれていた。研究員に対しても、各市町の現場の様子を伝えてほし

いとのことであった。

 県として、浸水被害エリアも広く、油流出やボタ山の地割れなど、複数災害が発生してい

た大町町には初期段階から現地対策本部を設置し、災害対策本部会議の際にはテレビ会議

形式で参加していた。現地対策本部に置く人員は、東日本大震災や熊本地震などの支援経験

を積んだ職員を中心に、大町町職員とつながりのある職員を選抜して送るなど、市町の災害

対策本部との連携を強化できるよう尽力していた。各市町へ派遣された応援職員の内訳は、

図 2-3 の通りである。また、管理職含む多くの危機管理職員が大町町役場に赴き、アウト

リーチで継続的に情報収集に努めていた。

 大町町では、若手の男性町職員は消防団との掛け持ちであった。水防のため、初動は消防

団として出動しており、行政職員として災害対応業務にあたるようになるまで時間がかか

り、その間非常に少ない職員で災害対応にあたっていた。職員の消防団兼務は、小規模な地

方自治体にはよく見られるものであり、そういった自治体において初動の動き方を災害規

模と合わせて綿密に計画を立てておかねば、大町町と同じ困難に直面することになる。

 上記のような課題もあり、県は県内市町の支援のための情報収集を実施しつつ、市町に対

しても支援要請を遠慮せずに行うよう、再三伝えていた。しかし、市町間で被害の規模に差

があり、災害対応や被災者支援の規模にも差がみられていた。被害のあった自治体の多くは、

水害を定期的に経験している自治体であり、市町間の情報共有も行われているような関係

性が築かれていた。そのため、被害規模が小さい市町は、被害の大きい市町に対して遠慮し

てしまう一面が見られ、県や外部機関に対しての支援要請についても、要請すべきか戸惑っ

ている様子が見受けられた。

 上記視点から、被災者支援について市町間で差が出ないよう、センターの後方支援より、

各市町が提供している被災者支援メニューの一覧を作成し、佐賀県災害対策本部に提供し

た（提供資料 3、4）。
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図 2-3 佐賀県より市町へ派遣された応援職員の内訳 
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2.1.5 保健医療調整本部 

(1)要点 

 佐賀県は、県庁に保健医療調整本部を 8 月 29 日 9 時頃に設置した。その後、各保健福祉

事務所に、現地保健医療調整本部が設置され、早期より組織的な医療と保健での連携体制が

されていた。

杵藤保健福祉事務所（武雄市、鹿嶋市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町が平時

より管轄）も現地保健医療調整本部として早期に設置されていた（写真 2-3）。保健所長を

トップとして、大町町・武雄市の避難所の支援や在宅避難者の情報収集と支援を行っていた。

運営支援として、災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance Team：以下、「DMAT」と

する）ロジスティックチームと日本赤十字ロジスティックチームが当初運営支援を行い、そ

の後、災害時健康危機管理チーム（Disaster Health Emergency Assistance Team：以下、「DHEAT」

とする）の活動を引き継いだ。保健医療チームの活動調整も行っており、日本医師会災害医

療チーム、日本赤十字心のケア、大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（JRAT），

NGO チームが活動していた。連日、杵藤保健福祉事務所と県庁の保健医療調整本部とテレ

ビ会議を行い、情報共有と課題解決に向けての話し合いが行われていた（写真 2-4）。

写真 2-3杵藤保健福祉事務所(9月3日撮影) 写真 2-4保健医療調整本部会議(9月3日撮影) 

(2)対応 

 保健医療調整本部として、いくつかの課題を挙げ、それぞれ支援対策を行っていた。例え

ば、避難所支援に関しては、避難所での医療チームの活動や心のケア対策について精神保健

福祉のサポート体制の構築が行われていた。また、油回収作業に伴う健康影響への注意喚起

に関しては、住民へのパンフレットを用いた指導等の取り組みがされていた。在宅支援に関

しては、杵藤地域のアセスメントを保健師が中心となり、在宅における被災者の巡回訪問と

健康管理が開始されていた。また、食物アレルギーに関する注意喚起や、避難所へ管理栄養

士を派遣し、栄養指導等もされていた。

－ 20 －



21 

2.1.6 応援・受援体制 

(1)要点 

災害時には、被害の大小や影響範囲に関わらず、被災自治体は必ず新たな業務が生じるた

め、被災自治体単独対応は困難である。平成 7 年 12 月の災害対策基本法改正等により自治

体相互応援の流れができ、現在「応援・受援」の枠組みは確立している。それが実際にどの

ように機能したか、初動の数日間かつ主に佐賀県側からの情報収集で限定的だが確認した。

(2)市町への応援 

佐賀県から応援を受けた武雄市、大町町は、それぞれの事情にあわせた円滑な応援を受け

られていたとみえた。武雄市は、8 月 28 日に佐賀県による現地対策本部が設置され、初動

から県の応援を受け、早期に被害の全容をつかみ、県と市が協働してオペレーションを行っ

たように見える。一方、大町町は「油対応」と「ボタ山の土砂災害対応」に重心があり、初

動では、防衛省自衛隊、国土交通省、環境省などの国機関が具体的な対応策を行いながら、

県が後方支援を行っていた。8 月 31 日に大町町ボタ山わんぱく公園西側斜面崩壊を覚知し

たところ、即日、県は大町町に現地対策本部を設置し、8 名の職員を派遣して、現地自衛隊

や国機関と速やかに連携の上、オペレーションを行った。油対応から現地対策本部要員、保

健師など、日々のニーズに柔軟にこたえる形で応援職員を派遣した佐賀県の対応（表 2-4）

は、県として当然の対応にもみえるが稀にみる成功例ともいえる。

表 2-4 佐賀県が応援した主な市町とオペレーション 

佐賀県による応援人数（当日朝 7時時点） 

8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 

武雄市
現地対策本部  11 4 5 4 4 4 

5 
リエゾン 2 2 2 1 1 1 3 

大町町

リエゾン - 4 4 8 現地対策本部内で活動

順天堂病院リエゾン - 2 1 0 0 0 0 0 

油除去作業 - - - 30 0 0 0 0 

現地対策本部 - - - - 5 5 6 

31 保健師 - - - - 4 4 4

避難所担当 - - - - - - -

(佐賀県災害対策本部会議資料をもとに作成) 
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写真 2-5 大町町の現地対策本部  写真 2-6武雄市(災害対策本部、現地対策本部) 

(3)佐賀県における受援 

表 2-5 佐賀県が応援を受けた機関と主な業務 

佐賀県が応援を受けた機関 主な業務 

国 内閣府情報先遣チーム 情報収集活動の支援等

緊急消防援助隊（航空）（消防庁） 防災ヘリによる情報収集（8/30 解隊式）

緊急消防援助隊（陸上）（消防庁） 人命救助（8/30 解隊式）

国土交通省 TEC-FORCE 大町町ボタ山現地調査等

国土交通省 九州地方整備局 排水ポンプ、監視カメラの設置（大町町）

国土交通省 海上保安庁 ヘリによる情報取集及び人命救助

陸上自衛隊（久留米駐屯地） 人命救助（武雄市、多久市）

陸上自衛隊（大村駐屯地） 人命救助（武雄市）

陸上自衛隊 災害廃棄物除去、給水、入浴支援、道路の

消毒等

海上自衛隊（佐世保地方隊） 人命救助、オイルフェンス設置等（大町町）

航空自衛隊（西部航空方面隊） 航空映像、油処理

自治体 大分県、熊本県、鹿児島県、熊本市 救助法の指南、内閣府との調整等

関係 

機関

災害時情報集約支援チーム（ISUT） 浸水エリア等の情報を集約地図作成

災害派遣医療チーム（DMAT） 災害医療の指揮、呼吸器への影響について

注意喚起等、避難所環境改善指導、避難所

巡回

災害時健康危機管理支援チーム

（DHEAT）

情報収集と避難所支援（佐賀市杵藤保健福

祉事務所）

土木研究所（PERI） 地すべりチームによるボタ山現地調査

水資源機構 ポンプ車による排水支援

(佐賀県災害対策本部会議資料および県職員ヒアリングをもとに作成) 
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佐賀県は、「佐賀県地域防災計画」及び「佐賀県災害時緊急対応業務実施マニュアル」で

応援受援体制を定めている。受援については計画どおりに要請し、円滑に活動できる環境を

全庁体制で整えていた。佐賀県が応援した 4 市町については、要望に応えながら細やかに人
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写真 2-8 シャワー室とコンビニ案内、応援職員向けメッセージ・情報(中、右)
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写真 2-5 大町町の現地対策本部  写真 2-6武雄市(災害対策本部、現地対策本部) 

(3)佐賀県における受援 
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国土交通省 九州地方整備局 排水ポンプ、監視カメラの設置（大町町）

国土交通省 海上保安庁 ヘリによる情報取集及び人命救助

陸上自衛隊（久留米駐屯地） 人命救助（武雄市、多久市）

陸上自衛隊（大村駐屯地） 人命救助（武雄市）

陸上自衛隊 災害廃棄物除去、給水、入浴支援、道路の

消毒等

海上自衛隊（佐世保地方隊） 人命救助、オイルフェンス設置等（大町町）

航空自衛隊（西部航空方面隊） 航空映像、油処理

自治体 大分県、熊本県、鹿児島県、熊本市 救助法の指南、内閣府との調整等

関係 

機関

災害時情報集約支援チーム（ISUT） 浸水エリア等の情報を集約地図作成

災害派遣医療チーム（DMAT） 災害医療の指揮、呼吸器への影響について

注意喚起等、避難所環境改善指導、避難所

巡回

災害時健康危機管理支援チーム

（DHEAT）

情報収集と避難所支援（佐賀市杵藤保健福

祉事務所）
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(佐賀県災害対策本部会議資料および県職員ヒアリングをもとに作成) 
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2.2 避難者対応 

(1)要点 

本災害の避難所の特徴としては、学校施設以外の施設等の利用が多く、居住空間に似たス

ペースが備わっていたことや、ライフラインの復旧が早く、段ボールベッドも昨今の災害時

よりも早期に導入されていた。また、早期より避難所運営に保健師が介入していたことから、

衛生指導・環境への働きかけがされていたと考えられる。一方、保健師の早期からの負担が

垣間見えた。保健福祉センターの事業再開や、全戸訪問等にも保健師が必要なため、早期に

保健師の応援要請や、優先する保健事業再開の検討時期など、災害時における保健師の活動

について、今後の災害時の検討事項と考える。

(2) 避難所の特徴 

 研究員が視察できた避難所の特徴を述べる。数字は全て、佐賀県は 9 月 3 日発表した資

料である。

表 2-6 武雄市、大町町における主な避難所(9 月 3日時点) 

番号 避難所 市町 避難世帯数 避難者数 

① 武雄市 16 189 

② 大町町 31 71 

③ 大町町 55 104 

④ 大町町 6 14 

① 北方保健センター 

 避難所の入口付近では、炊き出しが行われていた。居住空間は畳部屋、玄関と居住区が分

かれており、清潔が保たれていた。入口には、支援物資や衛生材料なども配置されており（写

真 2-9）、施設担当者が管理していた。

同避難所の敷地には、避難所の他、災害ボランティアセンター、災害廃棄物集積所があり、

これら 3 つの拠点に用事がある車は１ヵ所の入口を通ることになり混雑していた。集積所

の廃棄物が一杯になるまでは、車の交差が多く危険であった（写真 2-10 センター駐車場。

奥に廃棄物集積所となるグラウンドあり）。
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     写真 2-9センター避難所内     写真 2-10 北方保健センター(入口) 

(8 月 31日撮影)            (8月 31日撮影) 

②  総合福祉保健センター(美郷) 

 同避難所の避難者の特徴は、高齢者グループホーム 1 施設の全利用者が避難してきてい

たことである。利用者の介護に関しては、施設職員により対応されていた。また、必要なベッ

ドが搬入され、環境が整えられていた。

避難後 3 日目の夜には、避難してきた地域住民へのダンボールベッドが導入された。通路

は車椅子も通れるほど広く、空間に余裕があった（写真 2-11）。ガスは使えたので、婦人部

による炊き出しが行われており、食事を取るスペースは十分にとれていた。掲示板には、医

療機関の情報や生活支援に関わる行政からの情報などが掲示されていた（写真 2-12）。

写真 2-11段ボールベッド導入後(9月 3日撮影) 写真 2-12避難所掲示板(9 月 3日撮影) 

同避難所の敷地内に社会福祉協議会、シルバー人材センターがあり、ここに災害ボラン

ティアセンターが設置され、ボランティアの待機場所は同施設内であった。災害ボランティ

アセンターは、外にテントで設置されていたが、炎天下のため施設内ロビーにてボランティ

ア参加者は待機した。そのため、被災者や福祉センター利用者が混在している状況も垣間見
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られた。

当初、避難者の情報は集約できておらず、誰が避難所に避難し、誰が在宅避難をしている

かが分からない状況であった。そのため、避難所居住者の情報収集、段ボールベッドでの番

地付けがされ、その情報を総合福祉保健センターと共有がされていた（写真 2-13）。また、

同センター内に、現地保健師との調整の場が設けられていたこともあり、大町町 3 ヵ所の避

難所運営会議体も立ち上がり、情報・課題共有等がされるようになった（写真 2-14）。この

支援は、災害支援経験が豊富な医療系の NPO の介入によってなされた。

写真 2-13避難所居住者 MAP(9月 3日撮影)   写真 2-14避難所運営委員会班編成 

(9月 3日撮影) 

被災後も、平日からは同センターの事業を開始しており、避難所運営と通常業務、戸別調

査と、職員や保健師の仕事量が多く、疲労が激しいことがヒアリングで伺えた。同センター

統括者に、保健師の活動や在宅避難者の状況、福祉サービスを受けている方の把握状況につ

いて確認したところ、サービスを受けている人の確認指示はすでに出しており、追加の派遣

保健師を要請し、今後全戸調査を行っていくとのことであった（9 月 3 日時点）。

写真 2-15保健センター窓口(9月 3日撮影)写真 2-16保健センター内ロビー(9 月 3日撮影) 
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③  大町町公民館 

避難所には、ボタ山崩落の避難指示により、避難してきた住民が多いのが特徴である。8

月 31 日に、一旦避難者が約 50 人に減少したが、避難指示が出され、避難者が急増し、慌た

だしくなっていた。施設管理者が運営を行っており、被災当日より長期に詰めていることか

ら、疲弊が激しい状態であった。2 階、3 階に居住区を設け、段ボールベッドが設置されて

いた（写真 2-17）。男性、女性用の更衣室も段ボールでのパーテーションで設置するなど、

工夫されていた（写真 2-18）。同施設付近では、自衛隊による入浴支援も実施されていた。

写真 2-17段ボールベッド設置(9月 2日撮影)   写真 2-18更衣室(9月 2日撮影) 

④  ひじり学園武道場 

 研究員が視察した避難所の中で唯一の学校の体育館での避難所である。避難者が少ない

ためか、当初物資が不十分であった。また、広い敷地内にスポットクーラーしか設置してお

らず、蒸し暑い状態であった（写真 2-19）。避難者の中には、在宅酸素使用中の方も避難し

家族が付き添っている方もおられた。厚生労働省のリエゾンが同避難所を視察し、救護班へ

の情報提供が行われ、クーラー設置や不足物資解消など避難所の改善点を県にアドバイス

することで、これらの課題については改善が図られていた。

写真 2-19 体育館の避難所の様子(9月 3日撮影) 
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(3) 総括 

本災害の避難所の特徴としては、学校施設以外の施設等の利用が多く、また、居住空間に

似たスペースが備わっていたことで畳や台所などの居住環境が整っていたことである。さ

らに、ライフラインの復旧が早く、段ボールベッドも、昨今の災害時よりも早期に導入され

ていたことなどから、衛生環境は整っていたと考える。高齢者は多かったが、上述の環境要

因もあり、急遽体調を崩すなどの医療ニーズは少ない状況であった。

 被災病院に外来通院していた患者に対しては、避難所等で広報して対応されるなど、被災

地域医療機関へのフォローもできていた。

 早期より、保健師が避難所運営に関わっており、手洗い等の衛生環境は整っていたが、保

健師が本来業務を出来ていない状況であった。そのため、避難所運営から保健師を外せるよ

うに、各避難所への県職員への派遣数を徐々に増やしていた。また、保健福祉センターの通

常業務の災害時の続行に関しては、保健師や職員への負担が多くかかる。しかし、その事業

を休止することによる、対象の健康への影響も考えられ、継続事業の優先事項の選択が迫ら

れると考える。

DHEAT は、県と杵藤保健福祉事務所に 9 月 3 日より活動を開始できていた。DHEAT の

派遣要請は早期にされており、保健医療調整本部の本部業務としては、被災後 8 日目には事

務機能が DMAT 調整本部から DHEAT へとスムーズに引継ぎがされていた。一方、保健師

の応援要請は 9 月 3 日頃より市町から出てきた。DHEAT が活動するその時期に保健師によ

る全戸訪問を開始するには、地元保健師だけでは保健師の負担が大きく、被災地域外から保

健師の応援要請を早期に行う必要性がある。しかし、この全戸訪問を行う際の応援保健師の

必要数に関しては、先行した地域の被災情報の収集と分析が必要である。

過去の災害からは、救出救助期に行われる急性期の災害医療が先行して動き、その後被災

した地域住民への保健・福祉のフェーズに移行している。しかし、被災住民への健康被害を

少しでも少なくするには、急性期の災害医療活動と同時期から保健・福祉が動き出さなけれ

ば、取り返しがつかないことにもなる。被災当初より、今後の被災住民への健康を守るため

の一連の活動のロードマップを描き、先を見通した医療・保健・福祉分野の応援要請や活動

の調整が必要であり、このことは今後の災害医療・保健・福祉における検討課題と考える。
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2.3 災害がれきの処理 

(1)要点 

災害廃棄物処理は、近年頻発する災害対応において重要な案件といえる。しかし、先

遣隊に災害がれきの対応業務に従事した経験もしくは研究経験がある者はいなかったた

め、環境省や国立環境研究所の資料で学びながら、巡検することとした。なお、調査の

ポイントとしては、災害廃棄物の処理に係る初動対応のポイント「かきくけこ」１のうち、最も大事な

「か」（仮置き場）とした。災害廃棄物処理のフローは図 2-4 の通りである。 

調査した大町町、武雄市、多久市については、全て仮置き場が指定、分別されており、処理まで

のスキームも先遣隊撤収までに国（「く」）等との協議が整っていた。円滑だった理由を数人の職員

にヒアリングしたところ、水害多発地域であるため慣れていたこと、近年頻発する水害等の報道から

意識が高まっており、計画まではつくっていなかったが、いざという時の場所と広報（「こ」）について

は相談していたということであった。ただ、仮置場の場所選定については、災害対応・復旧にとって

重要な交通動線に、極力影響しない場所を選定する必要があると感じた。 

図 2-4 災害廃棄物処理のフロー(宗清生「災害廃棄物処理に係る現地支援」、資源循環・

廃棄物研究センター、循環・廃棄物の豆知識 2017年 6月号より抜粋)1)

(2)調査の概要 

佐賀県での現地活動期間（8 月 30 日～9 月 6 日）中は、基本的に国道 34 号線を中心に活

動したため、同線沿いもしくは付近にあった市町の災害廃棄物仮置き場の視察と聴取確認

を行った。
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らに、ライフラインの復旧が早く、段ボールベッドも、昨今の災害時よりも早期に導入され

ていたことなどから、衛生環境は整っていたと考える。高齢者は多かったが、上述の環境要

因もあり、急遽体調を崩すなどの医療ニーズは少ない状況であった。
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健師が本来業務を出来ていない状況であった。そのため、避難所運営から保健師を外せるよ

うに、各避難所への県職員への派遣数を徐々に増やしていた。また、保健福祉センターの通

常業務の災害時の続行に関しては、保健師や職員への負担が多くかかる。しかし、その事業

を休止することによる、対象の健康への影響も考えられ、継続事業の優先事項の選択が迫ら

れると考える。

DHEAT は、県と杵藤保健福祉事務所に 9 月 3 日より活動を開始できていた。DHEAT の

派遣要請は早期にされており、保健医療調整本部の本部業務としては、被災後 8 日目には事

務機能が DMAT 調整本部から DHEAT へとスムーズに引継ぎがされていた。一方、保健師

の応援要請は 9 月 3 日頃より市町から出てきた。DHEAT が活動するその時期に保健師によ

る全戸訪問を開始するには、地元保健師だけでは保健師の負担が大きく、被災地域外から保

健師の応援要請を早期に行う必要性がある。しかし、この全戸訪問を行う際の応援保健師の

必要数に関しては、先行した地域の被災情報の収集と分析が必要である。

過去の災害からは、救出救助期に行われる急性期の災害医療が先行して動き、その後被災

した地域住民への保健・福祉のフェーズに移行している。しかし、被災住民への健康被害を

少しでも少なくするには、急性期の災害医療活動と同時期から保健・福祉が動き出さなけれ

ば、取り返しがつかないことにもなる。被災当初より、今後の被災住民への健康を守るため

の一連の活動のロードマップを描き、先を見通した医療・保健・福祉分野の応援要請や活動

の調整が必要であり、このことは今後の災害医療・保健・福祉における検討課題と考える。
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写真 2-20 国道 34号線沿いに置かれている災害がれき 

(暫定仮置き場に置いた後、指定の集積所に運ぶルール) 

(3)各仮置き場の状況 

① 多久市 

8 月 30 日、31 日に多久市職員の案内のもと、天山多久温泉タクア駐車場の南側空き地（約

5,000 ㎡）を視察した。分類は 5 種類で、入退場および場内整理は順調であった。

職員ヒアリングによると、8 月 28 日にホームぺージ（以下、「HP」とする）への掲示と各

区長にお知らせした上で 8 月 29 日から受け付けを開始し、対応は職員 4 人(2 交代)、委託業

者、消防団員で対応していた。場所の選定においては、事前に決めていなかったが、協議の

上、市民の軽自動車保有率を考慮し、アクセスの利便性より、1）出入口の広さと、2）仮置

き場が満杯にならない十分な広さの 2 点から同場所を選定したとのことである。初日から 1

日 200 台平均で持ち込みがあるが、順調であるとのことであった。

写真 2-21多久市の仮置き場の状況(8 月 31日撮影) 

－ 30 －
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② 武雄市 

8 月 31 日、北方東運動場（約 6,650 平方メートル）を視察した。事前情報では、職員数の
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での混雑は、国道まで続いており、隣接する避難所（北方保健センター）やボランティアセ

ンターへの入退場車との兼ね合いで、渋滞が発生していたように見えた（写真 2-22、図 2-5

参照）。

写真 2-22 武雄市の仮置き場の状況(8月 31日撮影) 

図 2-5 幹線道路と避難所及びがれき置き場の位置関係 

9 月 1 日に、再度視察を行った。仮置き場に近づくにつれて、「満杯になったので、北方

東運動場にもっていってください」と放送が聞こえてきた。実際に仮置き場まで行ったが、

確かにかなり積まれており、扉は閉められていた。廃棄物を持ち込みに車で来た方は、苦情

も言わず、扉前で引き返していた。この後、渋滞は緩和されていった。

ボランティ
アセンター

避難所（保健
センター）

災害廃棄物
集積所
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写真 2-23 武雄市の仮置き場の状況(9月 1日撮影) 

(4) 各市町の災害がれきの対応状況 

各市町の災害がれきの対応状況を、現地のヒアリングと 9 月 24 日現在の HP をもとに、

表 2-7 にまとめた。表からは、各市町の分類方法が違うことが分かる。しかし、共通して町

中は整然としていた。過去の被災地では、住民が自主的に災害がれきの集積所を作って集積

していることがしばしば発生しているが、本災害ではそれはほぼ見られなかった。多くの住

家や事業所において、軽トラック等で災害がれきを自治体が設置した各がれきの仮置き場

に運び込んでいた。大町町、多久市にヒアリングした結果、発災日の翌日には、各区長への

手紙配布など、初動で災害がれきの分類と集積所についての広報活動をしたこと、集積所開

設初日の職員数確保を重視していたことが、円滑な災害廃棄物の分別と集積につながった

可能性は大きい。武雄市については、開設日初日に待機渋滞が出たこと、早々に北方運動公

園が満杯閉鎖したことから、人数の増員と場所増設の改善をされたようである。
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表 2-7 各市町のがれきの対応状況 

市町 大町町 武雄市 多久市 

時期 8/30-9/8 8/30-9/8 8/30-9/8 
仮置き

場

大町町民グランド 北方東運動場

北方運動公園（8/31 閉）

杵藤ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ跡地（9/1 閉）

南永野地区採石場跡

天山多久温泉タクア駐車場の

南側空き地

分類 5 種

可燃、不燃、粗大、畳、

ふとん

5 種

可燃、不燃、粗大、

畳、家電

7 種

家電、畳、石膏、ガラス、金属、

木くず、スプレー缶

広報 HP 
全区長へチラシ配布

HP HP  
8/30.8/31 全区長へチラシ配布

量 約 2,500ｔ（9/24） 約 7,000ｔ見込み（9/5） 約 3,000ｔ見込み

国視察 9/5 環境相視察 9/5 環境相視察 8/29 環境省現地調査

市町 佐賀市 江北町 白石町 小城市 

時期 8/30-9/8 8/30-9/8 8/30-9/8 8/30-9/8 
仮置き

場

佐賀市清掃工場

脊振広域清掃工

場

鳥江河畔公園駐

車場

白石町役場東側テ

ニスコート駐車場

小城市廃棄物中継セン

ター

分類 5 種

可燃、不燃、粗大、

家電、畳

11 種

可燃、不燃、粗大、

家電、畳、家具、布

団、紙類、ガラス、

木、わらくず

最初 8 種 現在 9 種

布団、衣類、畳、割れ物、

金属、粗大ごみ、木く

ず、漂着タキロン。後に

家電を追加

広報 HP HP HP  
8/30.8/31 全区長へ

チラシ配布

HP  
8/30.8/31 全区長へチラ

シ配布

注釈 

１：災害廃棄物の処理に係る初動対応のポイント「かきくけこ」とは、か 仮置場 き 協定

く 国・県・ 他市町 村・組合 との連携 け 計画 こ 広報 のことである。「災害廃棄物

処理の実際」（国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター）(平成 27

年中部ブロック災害廃棄物対策セミナー研修資料より引用

参考文献 

1) 宗清生「災害廃棄物処理に係る現地支援」、資源循環・廃棄物研究センター、循環・廃

棄物の豆知識 2017 年 6 月号（http://www-cycle.nies.go.jp/magazine/mame/201706.html,

2019 年 10 月 25 日閲覧）

(現地でのヒアリングおよび各市町ホームページ(9月 24日時点)をもとに作成) 
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2.4 病院の孤立 

(1)要点 

大町町にある順天堂病院は全床（115 床）が療養病床で、長期療養が必要な患者のための

専門病院である 1。本災害により同病院は、1 階が浸水し、鉄工所からの油流出の被害もあっ

た。病院の周辺道路の冠水により、一時孤立状態となった。施設被害としては、1 階部分が

使用不能となり、給水に関しては加圧ポンプの故障があった。ただし、電力設備は大きな支

障がなかった。

順天堂病院被害への対応を、県災害対策本部オペレーションに取り上げられたことによ

り、必要な人員や物資を適切に投入できたことや、電力設備に大きな支障がなかったことが、

病院から患者を避難させることを防げたことに繋がった。

(2)順天堂病院への対応 

8 月 28 日 12 時過ぎには、DMAT 隊が病院に入り、病院支援指揮所を設置（県保健医療調

整本部との連携等のサポートと病院内への支援）し活動を開始した。同日、21 時頃の段階

で、県職員が病院のサポートに入った。29 日には株式会社九電工が病院に入り、加圧給水

ポンプの修理を行い、通常の水の確保が可能となった

病院長と県の判断で、籠城対応（入院患者の移動はせずに、必要な物資投入を行い診療継

続する）となった。そのため、物資支援や人員移送のため、自衛隊等の他機関との調整が不

可欠であった。県災害対策本部として、順天堂病院支援を支援項目と掲げ、保健医療調整本

部のリエゾン（順天堂病院オペレーション機能のみ）を、災害対策本部スペースに設置して

いた（写真 2-24）。情報共有のルートは、病院現地調整本部→県保健医療調整本部→自衛隊

等であり、関係機関との連携が行われた。また、支援に入っている業者から県調整本部に進

捗状況の報告がされていた。

写真 2-24 県災害対策本部室内に設置された保健医療調整本部リエゾン(8月 30日撮影) 
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8 月 29 日から、病院職員の交代は、自衛隊のボートにより実施された。（大町町と病院が

調整）病院の南方、六角川に架かる「大町橋」を起点として、自衛隊ゴムボートがピストン

して搬送する体制を構築されていた。

8 月 30 日には、病院周辺の水位が下がったことで孤立は解消した（写真 2-25）。外部から

病院への物資支援としては、飲料水や食料（給食業務の委託会社より）、薬剤、簡易トイレ

（下水浄化槽の故障在り）、酸素ボンベ、人員であった。施設の消毒に関しては、1 階は油

水で汚染されていたため、県が消毒方法について情報提供をした。油で汚染された医療機器

の廃棄に関しては、県への問い合わせにより対応をしていた。14 日間で、敷地内の清掃・

消毒も終了し、9 月 9 日には外来診療を再開した。

病院前にあった薬局は、浸水被害が甚大のため今後は仮設での営業予定であった（写真 2-

26：矢印のラインがおおよその浸水ライン）。

写真 2-25 水が引いた病院(油染みあり)   写真 2-26 薬局の浸水(9月 3日撮影) 

(9月 3 日撮影) 

(3) 総括 

電気に大きな支障がなく、給水の問題も早期解決を予測できたうえでの、病院内籠城の選

択は正しかったと考えられる。必要な人員（県職員、株式会社九電工の修理職員、DMAT 隊

等）や物資支援が、医療分野だけでの対応でなく、県の災害対策本部のオペレーションに取

り上げられたことは評価すべき点であるといえる。

 病院が孤立状態の時にも、かかりつけの住民に向けて、他地域医療機関で対応できること

を避難所等の掲示板を使用し周知徹底していた。このことで、住民の不安を軽減し、また断

薬することなく継続した内服治療を受けられることに繋がっていた。

注釈 

1：順天堂病院ホームぺージより引用（http://www.juntendo.or.jp/facilities.html, 2019 年 10 月 24

日閲覧）
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2.5 油流出 

(1)要点 

今回の水害により流出した油は、佐賀鉄工所大町工場からの油のみならず、その他、浸水

した住家や事業所等から流出した油も含まれている。流出した油に対する対応においては、

油の流出・拡散防止および油の回収・除去等の対応が必要となった。

この被災状況に対して、センターの支援として、センターの上級研究員やリサーチフェ

ロー（元センター研究員）らから得た過去の事例等に関する助言と情報提供を基に、その内

容を資料にまとめ、大町町役場及び佐賀県庁に提供した（提供資料 2）。

(2)県および関係機関の対応 

佐賀県における油対策の主な対処ポイントとして、河川、農地、有明海への流出・拡散防

止、廃棄物処理、残留油への対応を挙げて進められた。油流出の対応にあたった主な機関・

主体は、国土交通省、自衛隊、消防庁、佐賀県、大町町、佐賀鉄工所、ボランティア等であ

る。油流出対応についての概要については、表 2-8 にまとめている。

陸域での油の回収・除去については、国土交通省九州地方整備局、消防庁、自衛隊、佐賀

鉄工所、住民、ボランティア等が、オイル吸着マットにより油を吸着させて回収する方法で

行われた（写真 2-27）。ここで、オイル吸着マットが大量に必要となったことから、経産省

等経由で全国の事業者等から確保したオイル吸着マットを確保し、大町町役場に輸送して

集約・管理をした。8 月 29 日から 9 月 10 日までの累計でオイル吸着マットは合計約 31 万

枚が使用された。

六角川の河口部で確認された油膜については、国土交通省・陸上自衛隊・海上自衛隊・海

上保安庁が連携し、河口堰のゲートを水面下まで閉鎖、六角川等へのオイルフェンスの設置、

ボート等からオイル吸着マットによる油の回収作業等で対応した。

有明海での油膜対応については、佐賀県、漁業協同組合、国で連携して対応し、揮発性の

高い油膜は、船舶で高速撹拌させる方法で行われた。9 月 3 日頃には、海域で目視では確認

できないほどに油膜は減少した。

住民やボランティア等が油の回収作業等を行う際の注意喚起を周知する体制は環境省が

主導で自治体や NPO 等と連携して行われた。注意喚起の内容は、主に、油が皮膚に触れな

いように、眼鏡／ゴーグル、ゴム手袋、マスク、長袖、長ズボン、長靴等を着用し、換気や

油が付着した場合の留意点等である。また、油の除去後の消臭対応の必要性も生じたため、

環境省より消臭対策に関する関係団体が派遣された。

油流出の被害を受けた農家等への対応については、土壌のサンプリング・診断を行い、土

壌分析に基づく対応策が検討される。また、農作物の風評被害対策等も実施された。
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写真 2-27 オイル吸着マットによる油回収作業の状況(9月 3日撮影) 
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写真 2-27 オイル吸着マットによる油回収作業の状況(9月 3日撮影) 
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2.6 二次災害への対応 

(1) 要点 

 佐賀県大町町にある旧杵島（きしま）炭鉱の「ボタ山」（採掘屑を集積してできた小山）

の斜面が豪雨により崩れ、被害拡大が予測されたことから周辺住民に避難指示が出された。

避難指示は 9 月 4 日に解除された。

旧杵島炭鉱は戦前佐賀県最大の炭鉱であり、1969 年閉山。現在、「ボタ山わんぱく公園」

として整備されている。同公園は町中央部の町役場から車で 10 分前後の場所に位置する。

佐賀県は 8 月 31 日より当該案件に対するオペレーションを開始した。佐賀県の対応の主

眼は、土砂崩れ現場の①影響範囲の特定、②応急対策の実施、③監視体制構築を並行して進

めることによって、避難範囲の縮小と避難期間の短縮を図るという目標を管理して達成す

ることにあった。

図 2-6  大町町におけるボタ山等の位置 

(2) 県および関係機関の対応 

佐賀県は 8 月 31 日にボタ山西側斜面崩壊を覚知し、同日中に総務部長をトップとする現

地対策本部を大町町役場に設置した。「県として、今回の災害に対し人命第一で取組みを行

う」という基本方針を県災害対策本部で確認した。
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県が伸縮計を、国土交通省九州地方整備局が監視カメラを現地に設置した。また、再度の

土砂崩れ時に現場下のため池の水が溢れ出す恐れがあったため、県が同池の排水作業を

行った。

県は技術的助言を得るため国立研究開発法人土木研究所に調査を依頼し、9 月 1 日に同研

究所地すべりチームによる現地調査と記者会見が行われた。土木研究所の現地調査により、

土砂崩れは「崩壊性地すべり」であり、以下の特徴を持つ 2 ヵ所であることが明らかになっ

た。

・大規模崩壊ヵ所 幅 80m、長さ 180m、深さ最大 10m 程度

・中規模崩壊ヵ所 幅未特定、長さ 40m、深さ最大 5m 程度

大町町は 8 月 29 日に「土砂災害の危険」を理由にボタ山わんぱく公園を無期限休園とし、

8 月 31 日に「南西部で崩落の可能性」として改めて周辺地区に避難指示を発令した。避難

指示は 9 月 4 日に解除された。

表 2-9 ボタ山崩壊に関連する対応の推移 

8 月 31日 

14:00 大町町ボタ山わんぱく公園西側斜面崩壊知事覚知

15:00 同上知事現場確認出発

15:45 大町現地対策本部設置

16:10 県職員による避難指示臨戸訪問実施

9 月 1日 

9:00 第 9 回災害対策本部会議

9:30 国立研究開発法人土木研究所・地すべりチームによる現地調査

17:00 第 10 回災害対策本部会議 本案件に部長級を割り当て

17:30 土木研究所・地すべりチームによる記者会見

時刻未詳 避難者へ調査結果・今後の対応について説明

中腹部に溜まった水の排水作業を開始

9 月 4日 

9:00 第 13 回災害対策本部会議での「オペレーション」項目に、

「伸縮計設置」「九州地方整備局による監視カメラ設置」が追記される

15:00 大町町全域の避難指示解除

時刻未詳 仮設の土留工等に着手

(佐賀県災害対策本部資料をもとに作成) 
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2.7 外国人対応 

近年、佐賀県は多くの外国人観光客、在住外国人が増えている背景があり、災害時外国人

対応などの事業を多く実施されている。 

佐賀県地域防災計画（風水害）の中に、外国人対策は市町、県国際課の役割を明記されて

いる。市町は、風水害時に、多言語ボランティア等の協力を得ながら、災害情報や支援情報

等の提供を行い、相談体制を整備する。県は、風水害時に、佐賀県災害時多言語支援センター

を設置し、外国人の被災状況、避難状況に関する情報収集、多言語による情報提供・相談対

応、多言語ボランティアの派遣等必要な支援を行う。また、公益財団法人佐賀県国際交流協

会は外国人に関する災害対策の推進、県域内の災害対策に対する助言を求められる。 

(1)要点 

本災害において、佐賀県対応の要点を以下の 2 点にまとめた。

① 運営主体については、佐賀県災害対策本部が設置された後に、県国際課が、佐賀県国際

交流協会と協働で災害時多言語支援センターを開設・運営した。

② 支援内容については、Facebook において、災害情報、気象情報、交通情報のような緊急

情報と、断水、ゴミ収集などの生活再建に関する情報を収集・整理し、多言語で発信し

た。また、外国人関係機関へ被害状況を確認したり、市町の避難所を巡回して外国人情

報収集などを実施した。

(2)具体的な対応内容 

佐賀県国際交流協会から入手した災害時多言語支援センターの活動記録資料によると、

以下の内容で外国人への対応が行われていた。

8 月 28 日 8 時 30 分に県災害対策本部が設置され、9 時 30 分に災害時多言語支援センター

が開設された。11 時 30 分頃に、やさしい日本語、英、中、韓、ベトナム、タガログ、イン

ドネシア、ネパールの 8 言語の情報発信が決定されており、市町担当課へセンター設置の周

知が行われた。その後、災害対策本部会議の情報をもとに、多言語情報を作成し、発信した。

8 月 28 日から 9 月 4 日まで災害時多言語支援センターの運営が実施された。発信された

情報は、主に気象情報（警報等）、交通情報、断水・給水情報、り災証明書関係、感染症の

注意喚起、災害廃棄物収集関係、家屋や片付ける場合の注意事項、食中毒の注意喚起、冠水

した車の対処、ボランティア活動に関する注意などであった。

多言語情報提供以外に、以下の活動も行われていた。

・佐賀災害支援プラットフォーム情報共有会議に毎回出席し、情報収集と共有を行った。

・日本語学校や、外国人コミュニティ、県観光連盟に被害状況を確認した。

・武雄市、伊万里市、大町町の役所に訪問調査を行った。

・避難所を巡回し、外国人の状況とニーズを随時に確認した。
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・教会への聞き取り調査を行った。

・相談業務を実施した。

また、今回の水害をきっかけに、県内の外国人の被害状況などを把握するために、外国人

に対する調査票による質問調査を実施しており、その結果に基づき、災害時多言語支援セン

ター開設・運営のあり方を検討していくこととしている。

写真 2-28 翻訳状況一覧表       写真 2-29 多言語支援センターの様子 

(佐賀県国際交流協会提供) (佐賀県国際交流協会提供)
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2.8 支援団体との連絡調整 

(1) 要点 

 熊本地震以降、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（Japan 

Voluntary Organizations Active in Disaster：以下、「JVOAD」とする）や被災地内で活動してい

る団体を中心とした、被災地支援団体ネットワーク会議が立ち上がり、定期的な情報共有会

議を実施することが定型化してきた。佐賀災害支援プラットフォームの形成とその会議に

はセンターも参加し、情報共有を行った。また、ISUT と連携し、被災市町や支援団体に対

して推定浸水エリアを示した地図を提供し、被災者支援のツールとして活用いただいた。

(2) 佐賀災害支援プラットフォーム 

 センター研究員が現地に入った初日の 8 月 30 日より、JVOAD の現地支援メンバーと連

絡をとり、支援団体の動きや支援団体から見た被災地ニーズについての情報共有を始めた。

30 日の支援団体の会議は福岡で開催されており、参加がかなわなかったが、31 日からは佐

賀県庁近くの商工ビル内会議室で行われるようになり、参加可能な場合は参加した。会議名

は「佐賀災害支援プラットフォーム会議（以下、「SPF 会議」とする）」である。佐賀県では、

東日本大震災や熊本地震で被災地支援などを行った民間団体が集まり、「佐賀から元気を送

ろうキャンペーン」という任意団体を設立し、行政と協働で被災地支援などを行っていた。

この任意団体をもとに「佐賀災害支援プラットフォーム」が立ち上がり、佐賀県内で活動し

ている団体を中心に、支援団体ネットワークが設立された。このことは非常に重要であり、

研究員が初めて参加した SPF 会議でも、外部支援団体から「どの程度の団体が地元団体で、

そのうちどの程度が専門技術（屋根修理やブルーシート張り等）を持っているのか」という

質問が出た。台風が乱発する真っただ中の時期に起きた災害であり、外部から来ていた団体

はより大きな災害が発生すればそちらに動員され、佐賀から手を引くだろうという想定か

らの質問であり、この後に起きた千葉での台風被害を考えると非常に重要かつ当然の懸念

であった。設立当初から地元団体主導で立ち上がった SPF は、上記のような懸念事項が実

際に起こったとしても、ある程度の被災者支援体制は構築可能と思われるものであった。

SPF 会議の中身については、8 月 31 日段階では、被害の全容をとらえきれておらず、各

市町を回った団体からの報告を受けて、佐賀県内の被害全体像を把握することに努めるよ

うな内容であった。この課題に対してセンターでは、後述の通り、ISUT と連携し、広く浸

水被害想定エリアのマップを公開することで、よりスムーズに被災者支援の実働に移れる

よう情報提供を行った。また、県庁で行政側の動きや状況を把握している立場として、被災

市民の現状をより直接的に把握している支援団体の持っている情報とすり合わせる事で、

被災地の現状と行政の災害対応の方針に大きな齟齬が無いかの確認を行った。その後も、現

地支援に赴いている間は継続的に SPF 会議に参加し、行政の災害対応について共有できる

情報を共有し、後述のように現場ニーズに合わせた情報提供に努めた。
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・教会への聞き取り調査を行った。

・相談業務を実施した。

また、今回の水害をきっかけに、県内の外国人の被害状況などを把握するために、外国人

に対する調査票による質問調査を実施しており、その結果に基づき、災害時多言語支援セン

ター開設・運営のあり方を検討していくこととしている。

写真 2-28 翻訳状況一覧表       写真 2-29 多言語支援センターの様子 

(佐賀県国際交流協会提供) (佐賀県国際交流協会提供)

－ 43 －
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(3) ISUTとの協働による被災マップの公開 

8 月 30 日に佐賀県庁の応援機関の部屋で、内閣府と ISUT の間の席をセンターに提供い

ただき、そこを基点として現地支援を展開した。センターと ISUT は 2018 年の大阪北部地

震や西日本豪雨災害、北海道胆振東部地震などの被災地で顔を合わせており、ISUT の構成

組織として防災科学技術研究所（以下、「防災科研」とする）が含まれ、研究職同士という

のもあり情報共有や連携協力が実施しやすい団体の一つでもある。ISUT は 8 月 30 日の時

点で、衛星画像やヘリコプター撮影画像などから判読した推定浸水エリアの地図を作成し

ており、内閣府主催の関係機関連携会議で佐賀県および応援省庁に提供していた。

 お互いの業務内容について意見交換する中で、ISUT はその職務の特性上、佐賀県庁に常

駐する必要があり、市町の災害対応現場でどのような情報が求められているのか、どういっ

た地図情報があれば災害対応がよりスムーズになるのかといったニーズ調査の実施が難し

いという事情を聞いた。それを受けて、前述の SPF 会議関係で連絡を取っていた JVOAD の

現地支援メンバーに対して、被災者支援の現場、特に災害ボランティアセンターや支援団体

が必要としている情報について相談した。前述の 31 日の SPF 会議の報告の様子や JVOAD

との協議から、①ボランティア全体で被災の全体像（どのエリアが被災してどのエリアは無

事なのか、それぞれの被災の激しさはどうなのかなど）がつかめていない状態であること、

②その状態で災害ボランティアセンターを立ち上げ、被災者支援にあたっていることから、

「確実でなくても被災したであろう範囲がわかる地図があれば被災者支援の実働がスムー

ズになる」とのニーズ情報を得た。このニーズ情報を ISUT 側に伝え、協議した結果、推定

浸水エリアの情報提供が有効ではないかとの結論となった。そこで、浸水エリアの情報提供

について、① ISUT 作成の地図や情報提供 Web サイトの情報を被災市町村に提供すること、

②推定浸水エリアを防災科研クライシスレスポンスサイト上で一般公開し、各ボランティア

スタッフも使用可能にすることが実現できた。防災科研クライシスレスポンスサイトの情

報公開に合わせて、情報提供のためのリーフレットをセンターの後方支援担当が作成し、9

月 1 日の第 3 回 SPF 会議の際に報告・配布を行った（提供資料 1）。これが ISUT および防

災科研と、センターの初めての現地支援におけるコラボレーションの実現となった。

写真 2-30 内閣府、ISUT、人と防災未来センターが県庁同室内で応援体制 

－ 44 －
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第３章 福岡県庁の対応状況  

(1) 要点 

九州北部豪雨の教訓を活かし、福岡県は県内被災市町の状況把握に努め、金融相談

窓口や福岡県災害時多言語支援センターが早期に開設されるなど、迅速な対応がなさ

れていた。 

(2) 災害警戒本部・対策本部の設置状況 

福岡県では 8 月 27 日 15 時 35 分に福岡県災害警戒本部設置、翌 28 日 6 時 00 分 福岡

県災害対策本部及び地方本部を設置し、災害対応にあたっていた。災害対策本部会議は、

28 日に 2 回、29 日及び 30 日に 1 回ずつ行われた。

第 2 回災害対策本部会議では、中小企業支援のための金融相談窓口を 28 日朝から設置

したことや、県と国際交流センターが「福岡県災害時多言語支援センター」を設置したこ

とが報告された。平成 24 年 7 月九州北部豪雨や、平成 29 年 7 月九州北部豪雨といった福

岡県に大きな被害をもたらした災害の教訓を活かし、迅速な対応が実施されている様子で

あった。30 日に実施された第 4 回災害対策本部会議において、災害復旧・復興推進本部に

移行することが決定された。

8 月 31 日に、第 2 次隊の研究員が福岡県庁を訪問し、ヒアリングを実施した。前日に災

害復旧・復興推進本部へと移行したことや 31 日が土曜日であることから、急な訪問によ

る混乱を避けるため、訪問については前日に福岡県側へ打診しての訪問となった。主に被

害が報告されている久留米市や八女市などの福岡県内被災市町と県庁との情報のやり取り

について聞き取りを実施した。過去の災害の経験を活かし、今回の大雨による被害につい

ては県が市町の状況把握に努め、被害規模の全体像を把握できている様子であった。

実際、8 月 30 日 18 時時点の被害状況（第 16 報）と 9 月 12 日時点の被害状況（第 17

報）に大きな乖離はなく、8 月末の時点で市町は被害を把握し、その情報は県と共有され

ていたと考えられる。
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(3) ISUTとの協働による被災マップの公開 

8 月 30 日に佐賀県庁の応援機関の部屋で、内閣府と ISUT の間の席をセンターに提供い

ただき、そこを基点として現地支援を展開した。センターと ISUT は 2018 年の大阪北部地

震や西日本豪雨災害、北海道胆振東部地震などの被災地で顔を合わせており、ISUT の構成

組織として防災科学技術研究所（以下、「防災科研」とする）が含まれ、研究職同士という

のもあり情報共有や連携協力が実施しやすい団体の一つでもある。ISUT は 8 月 30 日の時

点で、衛星画像やヘリコプター撮影画像などから判読した推定浸水エリアの地図を作成し

ており、内閣府主催の関係機関連携会議で佐賀県および応援省庁に提供していた。

 お互いの業務内容について意見交換する中で、ISUT はその職務の特性上、佐賀県庁に常

駐する必要があり、市町の災害対応現場でどのような情報が求められているのか、どういっ

た地図情報があれば災害対応がよりスムーズになるのかといったニーズ調査の実施が難し

いという事情を聞いた。それを受けて、前述の SPF 会議関係で連絡を取っていた JVOAD の

現地支援メンバーに対して、被災者支援の現場、特に災害ボランティアセンターや支援団体

が必要としている情報について相談した。前述の 31 日の SPF 会議の報告の様子や JVOAD

との協議から、①ボランティア全体で被災の全体像（どのエリアが被災してどのエリアは無

事なのか、それぞれの被災の激しさはどうなのかなど）がつかめていない状態であること、

②その状態で災害ボランティアセンターを立ち上げ、被災者支援にあたっていることから、

「確実でなくても被災したであろう範囲がわかる地図があれば被災者支援の実働がスムー

ズになる」とのニーズ情報を得た。このニーズ情報を ISUT 側に伝え、協議した結果、推定

浸水エリアの情報提供が有効ではないかとの結論となった。そこで、浸水エリアの情報提供

について、① ISUT 作成の地図や情報提供 Web サイトの情報を被災市町村に提供すること、

②推定浸水エリアを防災科研クライシスレスポンスサイト上で一般公開し、各ボランティア

スタッフも使用可能にすることが実現できた。防災科研クライシスレスポンスサイトの情

報公開に合わせて、情報提供のためのリーフレットをセンターの後方支援担当が作成し、9

月 1 日の第 3 回 SPF 会議の際に報告・配布を行った（提供資料 1）。これが ISUT および防

災科研と、センターの初めての現地支援におけるコラボレーションの実現となった。

写真 2-30 内閣府、ISUT、人と防災未来センターが県庁同室内で応援体制 

－ 45 －
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 表 3-1 福岡県災害対策本部会議の内容 

(福岡県資料をもとに作成)

回 開催月日 内容 公開状況

【共通】

被害の概況や直近の気象状況について関係各機関から

報告が行われ、本部長が、気象情報、被害状況等の把握

などの指示や訓示を行った

1 8 月 28 日 ・気象情報など、各種情報を把握すること

・県民への避難等に関する情報の提供や指示を適時、的

確に行うこと

・被害が生じた場合は、市町村と連携し、救命、救助、

災害の応急対応をしっかりやること

・自主避難をされる方、既に避難されている方への支援

に万全を期すこと

・県土整備部等の現地でパトロールに行く職員の二次被

害にも気を付けること

非公開

2 8 月 28 日 ・被害等の状況把握とともに、万が一の場合には、救命

救出など迅速に対応すること

・県民の安全・安心のため、引き続き気を引き締め、対

応に全力を挙げること

・中小企業支援のための金融相談窓口の設置

・福岡県災害時多言語支援センターの設置

公開

3 8 月 29 日 ・被害状況が徐々に判明しているため、市町村や関係機

関と連携をとり、きめ細かな対応を行うこと

・県民への丁寧な情報提供を行うこと

・引き続き気を引き締め、県民の安全確保を第一に対応

すること

公開

4 8 月 30 日 ・災害対策本部を災害復旧・復興推進本部に移行するこ

とを決定

・関係機関と連携し、被災箇所の復旧と被災された方へ

の支援を、スピード感を持って行うこと

・引き続き気を緩めることなく、県民の安全、安心を確保

するために全力を尽くすこと

公開

－ 46 －
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第４章 人と防災未来センター現地支援概要 

4.1 実施状況 

(1) 初期の対応と現地支援体制の構築 

本災害により、佐賀県内各地で浸水や冠水、土砂災害が発生し、8 月 28 日早朝の 1 時間

雨量は佐賀市で 110 ミリメートル、白石町で 109.5 ミリメートルと観測史上最大となった。

8 月 26 日から 29 日まで 96 時間の総雨量は多いところで 500 ミリメートルを超えた。佐賀

市と杵島郡白石町では平年の 8 月の月間総雨量の 2 倍以上になった。被害の大きかった武

雄市や大町町には気象庁の観測施設がないが、県が設置する武雄市北方町の雨量計による

と 8 月 27、28 日の 48 時間での降雨量は 482 ミリメートルに上った。

佐賀県中心部や武雄市、同県大町町などでは広範囲に浸水が広がり、ボートやヘリなどに

よる救出が実施された。佐賀県によると、大町町の順天堂病院は周囲が冠水した。

この災害に対して、センターは、国や被災自治体による各種の被害報告、報道情報などを

もとに、各地の被害状況を収集し、地図上で整理をした。8 月 30 日午前中に第 1 回情報共

有会議を開き、佐賀県内の被害状況と被災自治体の対応状況について情報共有した。大きな

被害が報告されたが、被害範囲や規模が十分に把握できなかったため、情報収集と被災自治

体の対応を調査することを目的に、研究員を各被災自治体へ派遣することを決定した。今回

の現地調査および支援の時期の目安として、応急対応から復旧対応への移行する時期と想

定される 9 月 6 日までの派遣体制を構築した（表 4-1）。

佐賀県庁および被災自治体を巡回するためにレンタカー1 台を手配し、9 月 6 日まで使用

した。宿泊施設は事業部普及課が 9 月 6 日まで佐賀市内のホテルでツインを 2 部屋確保し

た。

表 4-1 現地派遣体制 

自 至 派遣研究員など 派遣決定日

先遣隊 8/30 9/1 松川、有吉、髙岡（8/31 まで）

8/30 

第2次隊 8/31 9/2 河田、佐藤

第3次隊 9/2 9/6 中林、髙岡（9/4 まで）

第4次隊 9/3 9/6 
高原（9/5 まで）、寅屋敷（9/4 から）、 

有吉（9/5 から）
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 表 3-1 福岡県災害対策本部会議の内容 

(福岡県資料をもとに作成)

回 開催月日 内容 公開状況

【共通】

被害の概況や直近の気象状況について関係各機関から

報告が行われ、本部長が、気象情報、被害状況等の把握

などの指示や訓示を行った

1 8 月 28 日 ・気象情報など、各種情報を把握すること

・県民への避難等に関する情報の提供や指示を適時、的

確に行うこと

・被害が生じた場合は、市町村と連携し、救命、救助、

災害の応急対応をしっかりやること

・自主避難をされる方、既に避難されている方への支援

に万全を期すこと

・県土整備部等の現地でパトロールに行く職員の二次被

害にも気を付けること

非公開

2 8 月 28 日 ・被害等の状況把握とともに、万が一の場合には、救命

救出など迅速に対応すること

・県民の安全・安心のため、引き続き気を引き締め、対

応に全力を挙げること

・中小企業支援のための金融相談窓口の設置

・福岡県災害時多言語支援センターの設置

公開

3 8 月 29 日 ・被害状況が徐々に判明しているため、市町村や関係機

関と連携をとり、きめ細かな対応を行うこと

・県民への丁寧な情報提供を行うこと

・引き続き気を引き締め、県民の安全確保を第一に対応

すること

公開

4 8 月 30 日 ・災害対策本部を災害復旧・復興推進本部に移行するこ

とを決定

・関係機関と連携し、被災箇所の復旧と被災された方へ

の支援を、スピード感を持って行うこと

・引き続き気を緩めることなく、県民の安全、安心を確保

するために全力を尽くすこと

公開

－ 47 －
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(2) 事前方針の決定と先遣隊の派遣 

当初は、佐賀県および被災自治体において、防災担当部局や災害対策本部事務局を中心と

した必要な庁内統制の実施、避難所における良好な生活環境の確保や、被災者の生活再建に

対する支援などの対応について、中長期的な視点に基づく適切なマネジメントが図られて

いるかを把握することとし、状況に応じて必要な支援を行うこととした。

先遣隊の出発に際し、連絡体制として、「現地派遣隊は毎日、就寝までに活動報告をメー

ルにて共有すること」「安否確認・移動・現地会議等、随時メールで連絡すること」「リサー

チフェローへの連絡は後方支援担当者が行うこと」を再確認した。

先遣隊となる研究員は 30 日の 12 時頃にセンターを出発して（写真 4-1、写真 4-2）、現地

に到着した夕方から早速初期調査を開始した。佐賀県庁において災害対策本部職員との意

見交換、佐賀県災害対策本部会議、関係省庁情報共有会議、保健医療調整会議に出席、多久

市において市長、副市長、総務課長等と意見交換をし、被災状況や対応に関する情報を収集

した。センターでは災害対策本部会議資料や報道から現地の被災状況に関する情報を収集

し、先遣隊の調査結果を踏まえて、災害の規模感を確認した。

なお、5 月 17 日にセンターの事業であるトップフォーラム in 佐賀で、目標管理型災害対

応について首長に対して研修を行っていた。その際、佐賀県の災害対策本部職員と協力して

研修を実施しており既に顔見知りの関係にあったため、情報収集や意見交換は円滑に行わ

れた。

写真 4-1 先遣隊見送り(8月 30日撮影)     写真 4-2 先遣隊出発(8月 30日撮影) 

(3) 後方支援活動 

情報の集約や必要な情報の提供などにより現地派遣研究員をサポートするために後方支

援体制を構築した（表 4-2）。

本災害では、被災自治体が複数にわたることが想定された。前年度の災害への現地支援の

経験から、都道府県を含めた被災自治体では、他の被災自治体の被害状況や対応状況の把握
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を同一フォーマットで整理する作業を実施することとした（図 4-1）。

集約した情報と現地派遣研究員からの情報が一致しているか、見解に相違がないかを確

認しながら、双方からの懸念事項を情報共有会議で話し合った（写真 4-3、写真 4-4）。ただ

し、被災自治体からの相談については、随時メール等で共有し課題解決を図った。

写真 4-3 情報共有会議(8月 30日撮影)      写真 4-4 地図上の情報集約

表 4-2 後方支援体制 

後方支援研究員 情報共有会議 会議のポイント 

8/30 楊、木作
 9:00 第1回

19:00 第2回

現地派遣・後方支援体制を確認 

現地派遣研究員と情報共有 

広域的な被害規模を推測 

重点的に派遣する自治体を選定 

8/31 木作

9/1 木作、楊、寅屋敷

9/2 楊 04:02  第3回

現地派遣研究員と情報共有 

今後の災害対応の懸念事項を整理 

周辺自治体の調査必要性の検討

9/3 松川

9/4 佐藤、河田 17:55 第4回 現地派遣研究員との情報共有 

9/5 河田、佐藤

9/6 高原、松川 16:55 第5回
現地派遣のまとめ 

報告書作成について
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(2) 事前方針の決定と先遣隊の派遣 

当初は、佐賀県および被災自治体において、防災担当部局や災害対策本部事務局を中心と

した必要な庁内統制の実施、避難所における良好な生活環境の確保や、被災者の生活再建に

対する支援などの対応について、中長期的な視点に基づく適切なマネジメントが図られて

いるかを把握することとし、状況に応じて必要な支援を行うこととした。

先遣隊の出発に際し、連絡体制として、「現地派遣隊は毎日、就寝までに活動報告をメー

ルにて共有すること」「安否確認・移動・現地会議等、随時メールで連絡すること」「リサー

チフェローへの連絡は後方支援担当者が行うこと」を再確認した。

先遣隊となる研究員は 30 日の 12 時頃にセンターを出発して（写真 4-1、写真 4-2）、現地

に到着した夕方から早速初期調査を開始した。佐賀県庁において災害対策本部職員との意

見交換、佐賀県災害対策本部会議、関係省庁情報共有会議、保健医療調整会議に出席、多久

市において市長、副市長、総務課長等と意見交換をし、被災状況や対応に関する情報を収集

した。センターでは災害対策本部会議資料や報道から現地の被災状況に関する情報を収集

し、先遣隊の調査結果を踏まえて、災害の規模感を確認した。

なお、5 月 17 日にセンターの事業であるトップフォーラム in 佐賀で、目標管理型災害対

応について首長に対して研修を行っていた。その際、佐賀県の災害対策本部職員と協力して

研修を実施しており既に顔見知りの関係にあったため、情報収集や意見交換は円滑に行わ

れた。

写真 4-1 先遣隊見送り(8月 30日撮影)     写真 4-2 先遣隊出発(8月 30日撮影) 

(3) 後方支援活動 

情報の集約や必要な情報の提供などにより現地派遣研究員をサポートするために後方支

援体制を構築した（表 4-2）。

本災害では、被災自治体が複数にわたることが想定された。前年度の災害への現地支援の

経験から、都道府県を含めた被災自治体では、他の被災自治体の被害状況や対応状況の把握
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※佐賀県、佐賀市、江北町、大町町、白石町、小城市、武雄市について整理 

図 4-1 被害状況のとりまとめテンプレート 

(4) 調査の概要 

佐賀県庁を拠点として、被災が大きいと考えられる自治体を巡回した（写真 4-5）。大町町

の順天堂病院は周囲が冠水し、一時患者ら 201 人が孤立状態となった。また、佐賀鉄工所の

油槽が浸水し、最大約 5 万 4,000 リットルの油が流出した。さらに、ボタ山わんぱく公園の

斜面で土砂崩れが発生し、周辺住民の避難が続いた。そのため、病院の孤立、油の流出、二

次災害（土砂崩れ）への対応と被災者の生活再建に向けた対応が調査の焦点となった。

武雄市も浸水範囲が広く、初期に被害の規模を把握することが困難であった。また、災害

廃棄物の受入れに際し、周辺道路が混雑するなどの課題がみられた。そのため、被災規模感

の共有と災害がれきへの対応を中心に調査した。

多久市では、3 日間で 568 ミリメートルと雨量が観測史上初であったが、前述の 2 市町と

比べると被害は大きくなかった。復旧に向けた取組みが進められているものの、市長、副市

長、総務課長等との意見交換の中で、民家に土石流が流れ込んでいること等が挙げられたた

め、継続して観察することとした。

また、近隣県および上述の 3 市町以外の被害状況は、メディアなどで大きく取り上げられ

ていなかったが、被害の見落としがないかを確認するため巡回した。
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写真 4-5 多久市で意見交換(9月 5日撮影) 

表 4-3 現地支援決定後の主な巡回先 

8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 

佐賀県庁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大町町  ○ ○  ○ ○ ○  

武雄市  ○ ○  ○ ○   

多久市 ○ ○     ○ ○ 

その他  福岡県庁  小城市  

佐賀市

白石町

江北町
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※佐賀県、佐賀市、江北町、大町町、白石町、小城市、武雄市について整理 

図 4-1 被害状況のとりまとめテンプレート 

(4) 調査の概要 

佐賀県庁を拠点として、被災が大きいと考えられる自治体を巡回した（写真 4-5）。大町町

の順天堂病院は周囲が冠水し、一時患者ら 201 人が孤立状態となった。また、佐賀鉄工所の

油槽が浸水し、最大約 5 万 4,000 リットルの油が流出した。さらに、ボタ山わんぱく公園の

斜面で土砂崩れが発生し、周辺住民の避難が続いた。そのため、病院の孤立、油の流出、二

次災害（土砂崩れ）への対応と被災者の生活再建に向けた対応が調査の焦点となった。

武雄市も浸水範囲が広く、初期に被害の規模を把握することが困難であった。また、災害

廃棄物の受入れに際し、周辺道路が混雑するなどの課題がみられた。そのため、被災規模感

の共有と災害がれきへの対応を中心に調査した。

多久市では、3 日間で 568 ミリメートルと雨量が観測史上初であったが、前述の 2 市町と

比べると被害は大きくなかった。復旧に向けた取組みが進められているものの、市長、副市

長、総務課長等との意見交換の中で、民家に土石流が流れ込んでいること等が挙げられたた

め、継続して観察することとした。

また、近隣県および上述の 3 市町以外の被害状況は、メディアなどで大きく取り上げられ

ていなかったが、被害の見落としがないかを確認するため巡回した。
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4.2 支援方針および終結 

先遣隊による状況調査等を踏まえ、センターでは、佐賀県庁を中心とした対応は全般的に

は良好であると判断した上で、前述の通り、特に被災が著しかった武雄市や大町町を中心と

しつつ、それ以外の佐賀県内の自治体についても巡回による状況の確認および後方支援要

員による被災者向けの施策の動向をモニターし、必要に応じて県庁や内閣府等への情報提

供を行うこととして、調査及び支援活動を行なった。

 この際着目した事項は、①被災市町の災害対応及び被災者支援の態勢及び、②具体的な支

援ニーズの有無、の 2 項目であった。

「①被災市町の災害対応及び被災者支援の態勢」については、現地での活動の最終日で

あった 9 月 6 日に県及び国から市町村に対してり災証明およびこれに係る被害認定調査等

に関する説明会があったことから、これを契機に態勢の強化を予定している自治体が多

かったが、事前に学習会などを開いて準備を進めていた大町町、武雄市、小城市および多久

市のような事例もあった。他方、被害が比較的軽微に思われていた自治体の中には、大きく

被災した他の自治体への遠慮から県等への支援の要望等についてはやや抑制的に考えてい

る自治体も散見された。

 「②具体的な支援ニーズの有無」については、明示的・具体的な要望はなかったものの、

潜在的には、油による被災について、原因者が明確なケースがあるため、災害関連制度に基

づく実務的な対応に苦慮するケースが想定されることから、センターの上級研究員やリ

サーチフェローらに過去の事例等について助言と情報提供を求めた。その内容をまとめた

資料を作成し、大町町役場及び佐賀県庁に提供した（提供資料 2）。

 現地での活動は 9 月 6 日までであったが、各市町の住民向けの支援状況を整理した資料

を定期的に、佐賀県庁に提供することで継続的な支援となるよう心がけた（提供資料 3、4）。

佐賀県では、10 月 20 日に大町町に開設されていた避難所が閉鎖されたが、各種公的支援

も運用途上にあるほか、油被害に対する民間ベースでの補償や被災者支援はようやくその

緒についたばかりである。加えて、その後の台風 17 号（9 月 22 日夜に佐賀に最接近）でも

災害警戒本部を立ち上げるなど、8 月豪雨以降も風水害への対応が断続的に発生している。

9 月 11 日までの佐賀県災害対策本部設置期間における県内の対応は、被災市町、住民、

県および国等の関係機関がよく連携し、おおむね良好な対応と言えたが、上記の通り、復旧・

復興に向けた道のりはまだ続いている。関係者や住民の熱意と努力によって早期の復旧・復

興が実現されることを祈って本報告書の締めくくりとしたい。
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